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日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会での学会総会発表や論文投稿時の倫理事項の

申請に関して 

2015 年 4 月より「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」（文部科学省、厚生労

働省、現在は生命・医学系指針）)、また 2018 年 4 月に「臨床研究法」（厚生労働省）が施行された

ことに対応するために、日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会（以下本学会）では、本

倫理指針を2019 年 3 月に制定致しました。学会総会への演題登録および学会誌への論文投稿

は、症例報告などを除き、倫理審査委員会での審査と、それに基づく研究機関の長の許可を得ている

ことが必要となります。会員の皆様におかれましては、倫理指針を遵守いただくとともに、学術集会お

よび地方会の会長等が示す演題の応募要項や、学術誌の論文投稿規定の遵守をお願い致します。 

2020年及び2021年の総会では演題申し込みにおける倫理事項の申請については経過措置として

行いましたが、2022年の総会（第39回総会）から、下記のように演題登録と採用に関する倫理事

項に関する申請を正式に運用しております。十分のご留意の上、演題登録をお願いいたします。

学会誌への投稿に関してもこれに準じます。 

１．カテゴリーB1（既存試料・情報を用いた観察研究）の研究については倫理委員会によ

る審査・承認を推奨し、努力目標とはするが、必須条件とはしない。すなわち、カテゴリー

B1の研究については倫理委員会の審査・承認がなくても演題登録可能とする。 

２．B2以上の研究（B2、C、D）については、倫理委員会の承認をJSSCR総会での演題採用の

必須条件とする。すなわち、倫理委員会の審査・承認がなければ、演題登録できない。 

３．B1研究の倫理委員会承認の有無は採否条件として問わないものの、抄録の査読による

倫理的な問題があれば不採用とする場合がある。さらに、抄録の査読においては、演題申請

者による研究のカテゴリー分類についても適切かどうかを判定する。 

次ページ以降に、「学会総会発表・論文投稿における倫理指針のカテゴリー分類（図１．表１）」を付

記しました。カテゴリー分類では、臨床研究をその内容からカテゴリーA、B1、B2、C および D に

分類し、それぞれに該当する臨床研究の内容と、カテゴリーごとに、倫理審査の必要性や同意

取得の方法、公開データベースへの登録の必要性を明記しています。学会員の方々は、自身の研究が

いずれのカテゴリー分類に該当するのかを、図１を用いて確認することができます。 
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